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重層的支援体制に関すること 

１．地域共生社会とは 

制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多

様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとり

の暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会をいう。 

●ニッポン一億総活躍プラン（平成２８年６月２日閣議決定） 

子供・高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うこと

ができる『地域共生社会』を実現する。このため、支え手側と受け手側に分かれるのではな

く、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニ

ティを育成し、福祉などの地域の公的サービスと協働して助け合いながら暮らすことのでき

る仕組みを構築する。また、寄附文化を醸成し、NPO との連携や民間資金の活用を図る。 

●地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律（令和２年法律第 52 号） 

地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する

包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点から、市町村の包括的な支援体制の構築

の支援、地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進、医療・

介護のデータ基盤の整備の推進、介護人材確保及び業務効率化の取組の強化、社会福祉

連携推進法人制度の創設等の所要の措置を講ずる。 

 

２．重層的支援体制整備事業 

（１） 現状と課題 

 ・複合課題や狭間のニーズなどの既存の制度では対応が困難な課題の増加とともに、地域や

家族など人と人との繋がりが希薄化することで「生きづらさ」を抱える人が増加している。 

・現状の制度や仕組みでの対応が難しいケースが増え、「支援のしづらさ」を感じている人が 

いる。 

（2） 重層的支援体制整備事業の創設 

社会福祉法第 106 条の３では、全ての区市町村に対して、地域住民等及び支援関係者間

による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する

支援が包括的に提供される体制、いわゆる「包括的な支援体制を整備」するよう努めることが

規定されている。国は、こうした区市町村における包括的な支援体制の構築を実現するための

施策として、令和 3 年 4 月に「重層的支援体制整備事業」を創設。次の①～⑤を一体的に実

施するものとしている。 
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① 包括的相談支援 （社会福祉法第 106 条の４第２項第１号） 

・属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める。 

・支援機関のネットワークで対応する。 

・複雑化・複合化した課題については適切に多機関協働事業につなぐ。 

② 参加支援（社会福祉法第 106 条の４第２項第２号） 

・社会とのつながりを作るための支援を行う。 

・利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューをつくる。 

・本人への定着支援と受け入れ先の支援を行う。 

③ 地域づくり（社会福祉法第 106 条の４第２項第 3 号） 

・世代や属性を超えて交流できる場や居場所を整備する。 

・交流・参加・学びの機会を生み出すために個別の活動や人をコーディネートする。 

・地域のプラットフォームの形成や地域における活動の活性化を図る。 

④ アウトリーチ（社会福祉法第 106 条の４第２項第４号） 

・支援が届いていない人に支援を届ける。 

・会議や関係機関とのネットワークの中から潜在的な相談者を見付ける。 

・本人との信頼関係の構築に向けた支援に力点を置く。 

⑤ 多機関協働（社会福祉法第 106 条の４第２項第５号） 

・区市町村全体で包括的な相談支援体制を構築する。 

・重層的支援体制整備事業の中核を担う役割を果たす。 

・支援関係機関の役割分担を図る。 

※重層的支援体制整備事業実施計画の策定（社会福祉法第 106 条の５） 

重層的支援体制整備事業を実施する区市町村は、事業を適切かつ効果的に実施するた

め、「重層的支援体制整備事業実施計画」を策定することが努力義務となっている。 

➡区では、令和 6 年 4 月に策定した「第 4 期品川区地域福祉計画」（以下、「第 4 期地域

福祉計画」という。）で、組織横断的事業としての位置づけ（内包する計画）を行ったが、個別

具体の事業等は構築中であったため実施計画としては未策定である。よって、第 4 期地域

福祉計画の評価・確認の中で各々の事業評価を行うこととしている。次期地域福祉計画策

定時に整合を図り、別途実施計画の策定を予定する。 

 ※支援会議、重層的支援会議の開催（社会福祉法第 106 条の 6） 

重層的支援会議は、多機関協働事業において実施し、関係機関間の連携やプランの適切

さ、支援の終結、資源の把握や創出等について検討するための会議である。 

一方、支援会議は、社会福祉法第 106 条の６に規定された会議であり、区市町村が実施

し、守秘義務を設けることで、潜在的な相談者に支援を届けられるよう、本人の同意がない

場合にも情報共有に基づく支援の検討等が可能である。 
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３．取組状況 

（１） 品川区が目指す重層的支援体制 

それぞれの相談拠点の強みを活かしつつ、十分に連携を図ることができるような「機能連携

型」の包括的相談支援体制を確立し、「支える側」「支えられる側」という関係性を超えて、人と

人、人と社会が繋がり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくこと

ができる「地域共生社会」を目指す。 

 

（２） これまでの取組み 

＜令和 3～６年度＞ 

 R3 課題整理、次年度予算計上 

R4 移行準備開始：他自治体状況把握、庁内検討会、推進会議、職員研修 

 R5 庁内検討会、推進会議（ケース検討、仕組み検討）、職員研修 

地域づくりシステム検討、第 4 期地域福祉計画に「組織横断的事業」として位置づけ 

   R6 推進会議を支援会議に名称変更（仕組み検討、実際のケースについての検討：２回） 

     包括的相談支援体制の構築（支え愛、民間団体との協議）、アセスメント研修、職員研修 

＜令和７年度 【本格実施】＞ 

●「支え愛・ほっとステーション」の体制強化 職員を２名→３名（6 カ所） ➡R９全１３カ所 

・包括的相談支援    相談対象を６５歳以上高齢者から全世代へ拡充 

・地域づくり・参加支援 「よりみち」（フリースペース事業）等の拡充 

・アウトリーチ       繋がりのない高齢者宅への見守り訪問等の拡充 

  ●包括的相談支援の拡充（兼 孤独・孤立対策推進事業） 

    ・24 時間 365 日無料匿名チャット相談  強化月間 4 回  チラシ（別紙 1） 

     NPO 法人あなたのいばしょとＲ６年７月に連携協定締結 

Ｒ６実績  ８月：１２５件  ９月～３月：月３０件超  年間計：３５０件 

  Ｒ７実績  ４～5 月：359 件  7～9 月：２３６件 

    ・オンラインカウンセリング 4 月開始（実績 ４～9 月：145 名・１９５件） チラシ（別紙 2） 

     (株)マイシェルパへ委託。精神科医等による専門的対応。区民は 1 人 3 回まで無料。 



4 

 

  ●アウトリーチ（兼 孤独・孤立対策推進事業） 

    ・デジタルアウトリーチ実施  

４～9 月：広告表示回数 1,328,790 回  クリック数 6,860 回 

Google 広告配信、福祉計画課公式 X アカウント「しなウィズ＠」から支援情報を配信。 

    ・高齢者向けパンフレット（別紙 3）を作成、「肺炎球菌予防接種通知」に同封し発送。 

9 月より毎月約 300 人へ発送。 

●多機関協働 

・支援会議         10 月までに 9 回開催 

・重層的支援会議   10 月までに 3 回開催 

・「つなぐシート」の活用 （別紙 4） 

●地域づくり 

・重層的支援体制整備事業および孤独・孤立対策推進事業プラットフォームの開催 

第 1 回 民間支援者向け説明会 6～7 月：全 10 回開催  ３０8 名出席  

                     １１月：追加開催       36 名出席（予定） 

     コミュニティコーピング体験、グループディスカッション、事業説明 

       第２回 新たな居場所支援等のワーキング、マッチング 9 月開催 36 名出席 

➡区内大学と協働し内容検討➡次年度予算化の検討 

 ●その他（研修等） 

・ファシリテーション研修（関係者による支援会議の円滑な進行） ５～6 月  

・職員向け全体研修（所属長が職員へ研修、自殺対策推進事業との合同研修） ７～8 月 

・管理職・プレイングマネージャー研修（厚生労働省主催） 10 月 

・職員向け個別研修（コミュニティコーピング使用） 11 月を予定 

・地域福祉計画推進委員会内で PDCA 評価および確認 2 月を予定 


















